
新設５項目の現在の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実施中」→既に実施した又は実施中 
「検討中」→実施に向けて検討中 

「未実施」→特に取り組んでいない、取り組む予定はない 

 

今後、重点的に取り組む項目と具体の取組内容（一部抜粋） 

＜⑬部活動＞ 

【 能 美 市 】 令和１０年３月までに休日における学校が主体となる部活動を全て停止し、 

休日については完全に地域クラブでの実施とする。 

【宝達志水町】 部活動指導員の増員、単位協会の協力による地域クラブの数を増やす。 

地域展開できるクラブ数を確保し、土日の教員の部活動指導の回数を減らす。 

【 羽 咋 市 】 休日の部活動の地域展開に向け、市の方針を定めた。 

休日の活動の受け皿となる団体の確保・充実に取り組み、地域展開を進める。 

【中能登町】 総合型地域スポーツクラブの設立準備委員会を立ち上げ、準備を進めている。 

週末の部活動については、地域クラブの指導者に依頼している。 

【 穴 水 町 】 全１０部活動（運動部８、文化部２）のうち、民間からの地域移行指導者を 

９部活動に配置済。 

 

＜⑲支援が必要な児童生徒・家庭への対応＞ 

【 小 松 市 】 特別支援教育支援員の配置の拡充、児童相談所や市関係部署等の外部機関との 

連携を充実させていく。 

【 七 尾 市 】 県の生徒支援アドバイザー事業（スクールソーシャルワーカー派遣）を通して、 

学校と他機関との連携を推進していく。 

 

＜⑧ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理＞ 

【 加 賀 市 】 今年度端末の入れ替えにより、学校は児童生徒のデータ等の移行をしていたが、 

市の委託したプロジェクトサポーターが一括で作業を行う計画である。 

【かほく市】 端末の保守・管理のために、ＩＣＴ支援員を専門業者に依頼し、 

各学校に毎日常駐できるように配置している。 

 

「学校と教師の業務の 3分類」を踏まえた取組状況【市町の取組】 資料３－１ 

項目 実施中 検討中 未実施 

⑤保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応 

「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応は、 

学校以外の主体（地方公共団体、教育委員会、保護者、地域人材等）が中心に対応している」 

８市町 ４市町 ７市町 

⑦学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理 

「学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理は、外部委託または教師が関与しない方法 

（専門スタッフ、支援員、事務職員等）で行っている」 

５市町 ４市町 10市町 

⑧ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理 

「ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理は、教育委員会と連携を図りながら、 

外部委託または教師が関与しない方法（専門スタッフ、支援員、事務職員等）で行っている」 

15市町 ４市町 ０市町 

⑨学校プールや体育館等の施設・設備の管理 

「学校プールや体育館等の施設・設備の管理は、授業等に付随して行う日常点検以外を、 

外部委託または教師が関与しない方法（専門スタッフ、支援員、事務職員等）で行っている」 

５市町 ７市町 ７市町 

⑩校舎の開錠・施錠 

「校舎の開錠・施錠は、副校長・教頭に固定せず、外部委託または教師が関与しない方法 

（専門スタッフ、支援員、事務職員等）で行っている」 

２市町 ８市町 ９市町 

 

 


